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『冬枯れの光景』―部落差別克服への根本課題 

                     ―部落解放運動への黙示的考察― 

                              ２０１７年１０月１日 

                              島根県委託事業・みんなで学ぶ人権事業 

 

 

Ⅰ．『冬枯れの光景』出版への思い 

 

（１）書き残すことへの衝動 

   「帰郷」（『日本の詩中原中也』「山羊の歌」所収／ほるぷ出版／１９７５年） 

    柱も庭も乾いてゐる                         

    今日は好い天気だ 

            縁の下では
く も

蜘蛛の巣が 

            心細さうに揺れてゐる 

    山では枯木も息を吐く 

    ああ今日は好い天気だ 

            
みちばた

路傍の草影が 

            あどけない
かなし

愁 みをする 

    これが私の
ふる

故
さと

里だ 

    さやかに風も吹いてゐる 

        心置なく泣かれよと 

                
と し ま

年増婦の低い声もする 

  【中原中也 略歴 】 

 □１９０７年（明治４０年）４ 

  月２９日 山口市湯田温泉で 

  出生。父謙助（医者・森鷗外 

  に私淑の経験）・母福の長男。 

  中原の家系は医者（曾祖父・ 

  叔父も医者）。 

 □１９３７年（昭和１２年）１ 

  ０月２２日 結核性脳膜炎で 

  逝去。享年３０歳。 

    ああ おまえはなにをして来たのだと… 

    吹き来る風が私に云ふ 

 

（２）出版決断への思い 

 ①多くの人から出版への奨励 

 ②部落解放運動への正確な認識の共有の拡大 

 ③次世代への運動的財産の継承 

  ④書き残すことへの責任と覚悟 

 ⑤「書くことは恥をかくこと」という羞恥への決別 
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Ⅱ．『部落解放運動への黙示的考察』で提起したかったこと 

 

［一］差別実態への直視と部落解放運動の歴史的功罪を率直に総括すること 

 

（１）部落問題は解決しているのか 

 ①部落差別の実態認識における「４つの現状」 

  １．部落差別は基本的に解消 

  ２．実態はほぼ解決されたが、意識の問題は 

        まだ未解決 

  ３．表面的には解決しているように見えるが、 

    裏面的にはまだ根深い問題 

  ４．部落差別は依然として厳しい実態 

 ②差別認識における「５つの立場」（立場によっ 

  て認識は相違） 

  １．確信的差別主義の立場＝「差別の煽動・ 

    宣伝や組織化・制度化」 

  ２．積極的差別容認の立場＝「差別はあって 

    当たり前」 

  ３．消極的差別容認の立場＝「差別はいけな 

    いが、なくならない」 

   ４．消極的差別否定の立場＝「差別はいけな 

    いが、自分では何もしない」 

   ５．積極的差別否定の立場＝「差別は許され 

        ず、自発的な取組みをする」 

 ③物事の本質は、それを見ようとする姿勢（関 

    心）とそれが何であるかを見抜く力がなけれ 

    ば、見きわめることはできない。（「無知と無 

    星とたんぽぽ 

              金子みすゞ 

 

 青いお空の底ふかく、 

 海の小石のそのように、 

 夜がくるまで沈んでいる、 

 昼のお星は眼にみえぬ。 

  見えぬけれどもあるんだよ、 

  見えぬものでもあるんだよ。 

 

 散ってすがれたたんぽぽの、 

 瓦のすきに、だァまって、 

 春のくるまでかくれてる、 

 つよいその根は眼にみえぬ。 

  見えぬけれどもあるんだよ、 

  見えぬものでもあるんだよ。 

 

【金子みすゞ略歴】（□１９０３年山口

県長門市で生誕□大正時代末期から昭和

時代初期にかけて活躍した童謡詩人□１

９３０年２６歳で逝去） 

    関心が差別を生み出す」） 

 

（２）「目に見える差別」から「目に見えない差別」への実態の変化 

 ①部落差別は歴史的な観点から言えば、基本的には解消の方向 

  １．同和行政・同和教育の進展の力 

    ２．国民の人権意識・民主主義的意識の向上の力 

  ３．部落解放運動や人権ＮＧＯの取り組みの前進の力 

  ４．国際人権潮流の力 

 ②部落差別の実態の変化と問題点 

  １．低位劣悪な生活環境の大幅な改善⇔１千カ所にのぼる未指定地区は放置 

  ２．高校進学率の向上⇔低学力・中途退学率の問題、大学進学率は不充分 

   ３．３０・４０代の安定雇用層の増大⇔若年層の失業率が増加、高齢者層の無年金率 
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    の高さの問題 

  ４．通婚率の向上⇔縁戚付き合いの壁、離婚率の高さと母子・父子家庭の増加の問題 

  ５．混住率の向上⇔若年層・富裕層の部落からの流出、部落内人口の減少、低所得者 

    層の部落への流入 

 ③被差別体験と意識の実態 

   １．被差別体験の有無は、３割弱～４割強（およそ３人に１人の割合） 

   ２．結婚に際しての反対の意志は、親が５割～６割、未婚者が２割前後 

   ３．「寝た子を起こすな」「部落分散論」「部落責任論」等の偏見は根強い 

 ④現実の多様化する部落差別の実態の概要的特徴 

  １．概して低位劣悪性からの脱却（画一的な「悲惨」状態の解消と教育・仕事・福祉 

    の分野などでの残された格差→現在の格差社会のもとで再び矛盾・格差の拡大化 

    が生じており、社会的排除という大きな変化に呑み込まれている状態） 

  ２．教育・仕事保障による階層分化の進行と結婚・就職による転出入者の増大（都市 

    部の低所得者層の流入による再スラム化の危険と農山村部の若年層の流出による 

    過疎・寒村化の懸念） 

   ３．２０００年以降の新自由主義・グローバル化のもとでの日本社会の二極化・格差 

    拡大化の影響で再び生活基盤の破壊が進行しはじめており、これらの政治・経済 

    動向と呼応しながら、日本社会における根強い差別的偏見の存在によって「顔の 

    見えない陰湿で巧妙な差別事件」の横行 

 

（３）部落差別実態認識における「５領域」「５形態」論からの全体把握の必要性 

 ①差別実態認識の「５領域」論〔「３領域」から「５領域」への深化〕 

  １．部落住民の生活実態に具現されている差別（実態的被差別の領域） 

  ２．人びとの観念や意識のうちに潜在する差別（心理的加差別の領域） 

  ３．部落差別の存在によって被差別当事者の自尊感情の損傷としてあらわれる差別 

    （心理的被差別の領域） 

   ４．直接・間接に部落差別を温存し支えている社会構造や社会的慣行に潜む差別（実 

    態的加差別の領域） 

  ５．潜在化している差別が表面化し具体的な人権侵害が起こる差別（差別事件の領域） 

 

 【注】従来の「３領域」論は、同対審答申の実態的差別（実態的被差別）と 

    心理的差別（心理的加差別）の悪循環論が支柱 

 

 ②差別実態認識の「５形態」論〔国連段階での行為結果を重視した分類〕 

  １．直接差別＝あからさまな取り扱いの違いや差別言動 

  ２．間接差別＝差別的意図の有無を問わずに結果としての差別 

  ３．制度的差別＝法律や制度による差別 

  ４．統計的差別＝特定の個々人や集団に対する累積的な不利益として現れる差別 

  ５．合理的配慮の欠如にもとづく差別＝差別は許されないとしながらもそれを具体化 

    するための当然の配慮が欠如していることによってもたらされる差別 
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（４）差別撤廃に逆流して悪質・頻発化する差別事件の現状 

 ①顔が見えない陰湿で巧妙な差別事件の横行 

  １．インターネット差別書き込み事件（２０００年以降激増） 

   ２．東京都大量差別はがき投書事件（２００３年発覚） 

   ３．京都府司法書士身元調査結婚差別事件（２００３年発覚） 

  ４．兵庫・大阪・東京・愛知を中心とした行政書士等身元調査差別事件（２００５年 

   発覚） 

  ５．新たな第９・第１０の地名総鑑の発覚・ＣＤ化も判明（２００６年発覚） 

   ６．不動産会社、調査会社、広告会社等による土地差別調査事件（２００７年発覚） 

  ７．プライム社等の戸籍等個人情報大量不正取得事件（２０１１年発覚／新聞記事参 

   照） 

 ②差別を当然視する露骨な差別事件の台頭 

  １．「在特会」メンバーによる奈良水平社博物館差別街宣事件（２０１１年発覚／「在 

    特会」は、京都朝鮮人学校襲撃事件（２００９年）、徳島県教組事務所乱入事件 

    （２０１０年）、大阪鶴橋・東京新大久保等での度重なる差別煽動街宣事件（２ 

    ０１３年以降）等を惹起／ヘイトスピーチ（差別煽動行為）に対する一連の有罪 

    判決が確定し、２０１６年には「ヘイトスピーチ解消法」も成立しているが、現 

    在もヘイトスピーチ街宣デモを継続中） 

    ２．「週刊朝日」による橋下徹元大阪市長に対する差別記事事件（２０１２年発覚） 

  ３．鳥取ループ・示現社による『全国部落調査 部落地名総鑑の原典 復刻版』発行 

    ・販売策動（２０１６年２月発覚／３月２８日横浜地裁が「復刻出版禁止」を命 

    じる仮処分決定／４月１８日横浜地裁相模原支部が「サイトの削除」を命じる仮 

    処分決定／４月１９日部落解放同盟が川崎市の出版社・経営者を相手取り損害賠 

    償を求める訴訟を東京地裁に提訴し現在係争中） 

 ③上記の「顔が見えない陰湿で巧妙な差別事件」「差別を当然視する露骨な差別事件」 

  は、ともに「確信犯的な差別事件」であるという特徴に留意 

 

（５）部落問題の今日的存続根拠は何か（部落差別を生み出し温存・助長する社会的背景） 

 ①社会意識（部落差別意識は歴史的な差別思想や意識の複合的意識） 

  １．伝統的差別意識（浄穢思想・貴賤思想・華夷思想・家思想・不合理な陋習等） 

  ２．近代的差別意識（衛生思想・優生思想・能力主義思想等） 

  ３．新たな差別意識（逆差別意識・ねたみ意識等） 

  ②社会構造 

  １．「家」としての日本社会の構造（戸籍制度および関連制度・差別身元調査システ 

    ム・冠婚葬祭時の諸儀式制度等） 

  ２．貴賤意識を醸成する天皇関連制度（万世一系・単一民族論など幻想である「血脈 

    の尊崇」観念と密着した制度） 

  ３．飽くなき超過利潤追求という資本の論理にもとづく社会構造（臨時工・社外工・ 

    非正規社員の雇用・賃金システム等） 

 ③個人の人間存在証明の格闘 
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    １．人間存在証明のための一般的な「４つの格闘方法」 

    ❶印象操作（隠蔽や成りすまし） 

    ❷補償努力（足らざるものを補う努力） 

    ❸他者の価値剥奪（
ざん

讒
げん

言や差別・イジメ） 

    ❹新たな価値創出（価値付加と価値創造） 

  ２．差別の論理に転化するのは❸と❶の格闘方法 

  ３．反差別・人権の論理を創造するのは❹と❷の格闘方法 

 ④差別の社会的機能（政治・経済・社会面における三大機能） 

  １．政治的分裂支配の機能（歴史的・伝統的な「民衆は分断して支配せよ」という支 

    配者の統治論理） 

  ２．超過利潤追求のための低賃金・低生活の沈め石の機能（「上みて暮らすな！下み 

    て暮らせ！」という処世訓化された搾取・収奪の論理） 

  ３．同化と排除による社会的統合の機能（異質な者を排除することによって同質化を 

    強制する全体主義的な差別的統合の論理） 

  

（６）戦後部落解放運動の「光と影」に関する教訓とは何か 

  ①部落解放運動の成果 

    １．部落の生活と権利を回復するための闘い（人間の尊厳と生存権を守る闘い）'50 

  ２．義務教育教科書無償化の闘い（教育権を確立する闘い）'60 

  ３．狭山差別裁判糾弾の闘い（司法民主化と「万人は一人のために」の闘い） 

  ４．最賃制見直しと前歴換算制改廃の闘い（低賃金構造と職業差別撤廃の闘い）'70 

  ５．新採時の社用紙から統一応募用紙への切り替えの闘い（就職差別撤廃の闘い） 

  ６．生活保護費の男女格差是正の闘い（生活権確保と女性差別撤廃の闘い）'80 

  ７．国際人権諸条約批准と具体化の闘い（あらゆる差別撤廃と人権伸長の闘い） 

  ８．人権の法制度確立の闘い（国内人権機関の創設など人権擁護・促進の闘い） 

  ９．地域での部落差別撤廃・人権条例制定の闘い（人権草の根運動の闘い）'90 

  10．成績条項撤廃の高校奨学金制度の一般化の闘い（教育の機会均等の拡大の闘い） 

  11．人権のまちづくり運動の闘い（生活圏域での人と人の豊かな関係づくりの闘い） 

 ②部落解放運動がかかえる困難な問題 

    １．２００６年の一連の不祥事による社会的信頼の失墜 

  ２．同和人権行政の不当な縮小・後退 

  ３．格差社会・経済不況のしわ寄せが部落に押し寄せていること 

  ４．メディア関係の一部に非合理な「同和」バッシングの姿勢が存在 

  ５．社会的意識として差別的偏見や逆差別的意識が潜在的に根強いこと 

  ６．組織内において行政依存や部落第一主義的体質が克服し切れていないこと 

 ③歴史的教訓 

  １．部落問題解決の仕組みを困難を抱えるすべての人の課題解決への仕組みとして押 

    しだしたこと。 

  ２．反対に、部落のみに限定化された施策は、行政の啓発不足（説明責任の放棄）や 
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    当事者の既得権化・特権化的応対により、「逆差別」意識や行政依存体質を醸成 

    したこと。 

  ３．今日の格差拡大社会のもとで進行する二極化により、日本社会全体が差別構造化 

    の様相を呈している状況下では、同和行政で行ってきた諸施策が先駆的意味合い 

    をもってきていること。 

 

［二］民主主義の根源性の再確認から部落解放運動のあり方を問い直すこと 

 

（１）「民主主義の危機」を根源性の再確認から再生 

 ①体制論議を超える根源的民主主義 

   １．「民主主義」用語の多様性と多義性 

    ❶氾濫する「民主主義」用語 

    ❷多様性と多義性＝古代ギリシア型民主主義・古典的民主主義・近代西欧型民主 

     主義・近代民主主義・直接民主主義・間接民主主義・代議制民主主義・国家主 

     義的民主主義・国民主義的民主主義・立憲主義的民主主義・自由民主主義・資 

     本主義的民主主義・経済発展型民主主義・帝国主義的民主主義・ブルジョア民 

     主主義・プロレタリア民主主義・人民民主主義・一般民主主義  等 

        ❸民主主義の誤用・悪用による幻滅感や懐疑の拡散＝実際は寡頭支配体制（少数 

     の権力エリートによる支配）の別名詞／無資格な大衆による支配（衆愚政治） 

     ／多数者の専制・多数の横暴／利益誘導型民主主義・大衆民主主義（大衆迎合 

     主義） 

  ２．「民主主義」理解のための重要概念としての「一般意志」 

    ❶民主主義の原理論を確立したルソーは、人間の意志を「一般意志」、「全体意

志（全員の意志）」、「特殊意志（個人の意志）」に分類 

    ❷一般意志とは、「人類平等の原則にもとづく共同の利害が目的」であり、「自

由の権利は平等の原則から必然的に出てくる」ものとして、「一般意志だけが

民主主義の原則」として定義（カントの道徳意志に通底）。換言すれば、人類

の歴史的経験知から導かれた原則であり理念 

    ❸これに反し、全体意志は、特殊利害に妥協する特殊意志であり、客観性や普遍 

     性の不在を指摘。したがって、多数決は民主主義の基準ではあり得ず民主主義 

     とは無縁の意志決定に関わる手続き論であり、全体主義に道を開く危険性 

   ３．一般意志は、資本主義、社会主義などのあらゆる体制の枠組みを超えて貫徹 

      ❶「民主主義」の用語が氾濫しているという事実は、資本主義であろうと社会主 

     義であろうとあらゆる政治経済体制が何らかの「民主主義」の理念を取り入れ 

     なければ、その正統性や普遍性を主張できないという事態の証左 

    ❷したがって、民主主義の原則である一般意志に立脚して、濫用されている「民 

     主主義」の真贋を精査する必要 

    ❸そのなかで、いかなる体制であろうとも、完全で絶対的なものは存在しないが 

     故に、民主主義の原則から逸脱する体制や制度は、民主主義の原則の
ふるい

篩 にか 
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     けられて変革の対象にならざるを得ないというのが真理 

  ②根源的民主主義運動は「永続革命」の論理 

   １．民主主義は「途上の概念」・「過程の概念」 

      ❶古代ギリシア型民主主義（古典的民主主義）は、「市民」という限定された対 

     象内ではあったが、２００年間の歴史の中で確立された「平等」・「参加」・ 

     「自治」が民主主義の普遍的な根本原理であり、とりわけ「平等」の概念が最 

     重視（人類の歴史は「平等への絶えざる希求」の歴史） 

    ❷近代西欧型民主主義は、古典的民主主義を復権させながらも、君主制のもとで 

     発展してきた「主権国家」と「国民」の存在を前提にして、個人と経済の自由 

     を重視した自由主義の観点から、国民国家特有のナショナリズム（民族主義・ 

     国家主義・国民主義・国粋主義）を内在する自由民主主義として定着。その意 

     味では、近代民主主義は、デモクラシー（民主主義）・ナショナリズム（国家 

     ・国民主義）・キャピタリズム（資本主義）のトロイカ体制 

    ❸民主主義の普遍的な根本原理である「平等」・「参加」・「自治」の概念は、

今日では同質性を要求する「国家」や「国民」という制限された枠組みを超え

て、差異の承認（共生の権利の承認）にもとづく実質的な「平等」・「参加」

・「自治」を求める民主主義へ発展 

    ❹その意味では、民主主義は、常に「途上の概念」・「過程の概念」であるとい

うことができ、完結性や絶対性を拒否する概念であり、資本主義や社会主義と

いう体制さらには国家・国民の枠組みを超えて人類史とともに歩み続ける概念 

  ２．民主主義は「永続革命」の論理 

    ❶人類の歴史を見ていくと、近代市民革命であれ、社会主義革命であれ、政治経 

     済体制の大きな変革がなされてきたときにも、常に「民主主義」が革命理念の 

     根底に据えられてきたことは事実 

    ❷言い換えるならば、「平等」・「参加」・「自治」という人類の英知が生みだ

した民主主義の普遍的な根本原理を制約的な歴史的条件から解放し実質化して

いく過程そのものが民主主義であり、それは絶えざる改革を志向する「永続革

命」の論理 

  ③実質的平等の実現を追求する民主主義運動 

  １．「平等観」にかかわる民主主義と自由主義との決定的な相違性 

    ❶民主主義は他者との関係性を重視した平等の原則に根拠を置く（人類性・人間 

     の複数性） 

    ❷自由主義は規制なき個人と経済の自由の貫徹に絶対的な根拠（個人主義） 

    ❸民主主義と自由主義は、基本的人権などの考え方では多くの親和性を有するが、 

     平等観において決定的な立場の相違 

    ❹すなわち、人類性や人間の複数性に立脚した社会的平等を求めるのが民主主義 

     の立場であり、、個人の責任結果として平等を語るのが自由主義の立場であり、 

     典型的な争点は福祉政策や「表現の自由と差別禁止」などをめぐって表出） 

  ２．国民国家の枠組みを乗り越える民主主義論の貫徹 

      ❶従来の平等観・民主主義論 
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     ⓐ古代民主主義における「市民」の枠組み内での平等論 

     ⓑ近代民主主義における「国民」の枠組み内での平等論 

      ❷普遍的論理としての民主主義が限定された対象のみに適用されることの矛盾 

         ⓐ近代民主主義論は、国民や公衆の等質性を前提にした「平等の均一化」で展 

      開 

         ⓑその等質性を確保するために「同化」の強制と「排除」の論理が常態化 

         ⓒいわば、排除された人びとを無視した似非平等論に立脚した「民主主義」 

    ❸民主主義論の普遍性・根源性は一切の「限定」を認めない 

         ⓐ排除された人びとは、平等の原則に根拠をおく民主主義を求めて異議申し立 

      て 

     ⓑ歴史的には、「市民」の枠は「国民」に拡大し、今「人類」の枠組みへと進 

      展 

     ⓒ現在は、「国民」から「人類」への過渡的・途上的システムの模索段階 

  ３．根源的民主主義の実現をめざす基本概念と根本原則および今日的課題 

      ❶「平等の原則の実現をめざす自由権の行使」が民主主義の基本概念 

    ❷民主主義実現への根本原則は、「平等」・「参加」・「自治」の原則 

      ❸民主主義の根源性への基本的承認と現実的な権利保障の実質化を図る二元的シ 

     ステムの承認（過渡的・途上的システム／差異の政治・差異への権利・フェミ 

     ニズム・多文化主義等の国民国家の枠組みを超える価値観の定着化／「越境す 

     る民主主義」） 

      ❹「民主主義の民主化」（古代民主主義や近代民主主義の限界を民主主義の根本 

     原理によって克服し民主主義の本来的あり方を具体化していく取り組み）、「地 

     域から実現する民主主義」（民主主義を実現していく現実的な条件は生活圏域 

     の地域に存在→地域・国家・領域・世界という諸次元での民主主義運動の結合 

     を視野に入れ、地域的ネットワークの広がりが日本やアジア、世界の隅々にま 

     で拡大していくことによって民主主義社会が実現していくという展望）の推進 

 

（２）民主主義運動としての部落解放運動のあり方を問い直す 

 ①民主主義の原理から導かれる今日的諸原則 

   １．民主主義の原理における三大原則 

      ❶平等の原則＝機会の均等、結果の平等、政治の平等、経済の平等、社会の平等 

      ❷参加の原則＝政治参加、参政権、日常生活圏域における意志決定への参加  

      ❸自治の原則＝住民自治（自分たちのことは自分たちで決定する）、地方自治 

   ２．民主主義政治の今日的な基本課題 

     ❶異質な複数の他者と集団とが相互に共存共生のための「公的領域」を構成して 

     いく共同行動の営みとして、マイノリティ間の共同、マイノリティとマジョリ 

     ティ間の共同による「新たな公」を創出すること 

    ❷政治社会の不正や抑圧、差別や不平等に対する抵抗とプロテスト（抗議・異議 

     申し立て）として、「人権の法制度」を確立すること 

     ❸社会の底辺におかれた人びと、社会的に脆弱かつ不利な立場にある人びとや集 
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     団へのコミットメント（関与）を重視し、とりわけマイノリティ内でも弱い立 

     場にある人たち（ハンセン病元患者・ホームレス・刑余者・ＬＧＢＴ等）との 

     連携と支援を具体化すること 

  ３．落解放運動における民主主義実現への歴史的任務 

    ❶部落問題解決の取り組みを常に他の困難を抱えた人たちの問題解決へと押し上 

     げていく日常的な取り組みにすること（「ソーシャル・インクルージョン」の 

     視点の堅持と「人権のまちづくり」運動の推進） 

    ❷平等の原則を徹底的に貫く「人権の法制度」確立をめざし、積極的な政治参加 

     のあり方を追求すること（憲法改正論議等を民主主義の原理から積極的に発信） 

    ❸民主主義の理念の貫かれた人権教育・人権啓発活動を強力に推進すること（「人 

     権とは個人の権利として表象化された民主主義の理念」との視点を堅持） 

 ②「平等の原則」を貫く民主主義の実現を希求してきた部落解放運動の歴史と問題点 

  １．民主主義の諸原則を体現化 

      ❶「人生の熱と光を願求礼賛」し、「平等の実現を希求」してきた歴史（差別撤 

     廃・人権確立の法制度の要求） 

    ❷「人間を尊敬することによって自らを解放せんとする者の集団運動」とする大 

     衆参加の運動原則（地域社会での公的領域への参加や政治参加） 

    ❸「自分たちのまちは自分たちがつくる」という自治の作風（自助・共助・公助 

     にもとづく「人権のまちづくり」運動） 

  ２．近代民主主義に付与された歴史的制限突破への意識的挑戦 

    ❶「国民」であることを希求しナショナリズムの負の側面である排外主義に絡め 

     取られる危険（「同じ民族・国民」「人並みに」との素朴な思いが、同質化・ 

     等質化されない人びとへの排除の論理を内在化） 

    ❷国民国家の論理に部落解放運動の論理が吸収されていく事態（「住宅入居にお 

     ける国籍条項」への屈服や安易な「国民運動名称」の使用） 

  ３．これらの負の側面を乗り越えていく民主主義論に立脚した部落解放運動のあり方 

      ❶「国民」の枠組みを越えた「人間」の尊厳と平等の原則に徹頭徹尾立脚するこ 

     と 

    ❷「国民国家」の論理に内在する「単一民族の論理」・「血統崇拝の論理」・「家

（国籍・戸籍）の論理」・「男社会の論理」・「健常者の論理」などの差別・

排除の論理を解体すること 

    ❸民主主義の根本原理である「平等」・「参加」・「自治」を地域から具体的に

実現しネットワークしていく部落解放運動のあり方を追求 

 

（３）民主主義運動としての反差別・人権運動の今日的な「５つの原則」 

 ①共同性（人類性・人間の複数性）の関係を前提にした主体性を確立する運動の原則 

    １．常に一人ひとりの「個人の主体性を尊重」 

  ２．この場合の個人は、「共同性という他者との関係を前提にした個人」 

  ３．他者との関係は対等・平等の関係であり、違いをもつ他者の尊重であり、「人間 

    を尊敬する」という関係性のもとで自らの主体性を確立 
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  ４．利己主義的な権力者・独裁者や全体主義の排除 

 ②多様な価値観の基本的承認と譲ることのできない価値観を共有する運動原則 

  １．違いをもつ他者の尊重は、「多様な価値観の基本的承認」を含意 

  ２．すなわち個々人の違いを認め合う「共生の権利の承認」 

  ３．但し、民主主義の前提である「平等の原則を侵害する価値観は断固として拒否」 

 ③平等の原則から導かれる自由の諸権利の視点に立つ運動原則 

  １．「自由の諸権利は、平等の原則から導かれる」という視点の堅持 

  ２．したがって、「平等の原則を侵害する自由権は制限される」という姿勢の貫徹 

  ３．それ故に、「表現の自由は大切だが、差別する自由はない」との観点から人種差 

    別撤廃条約の完全批准や差別禁止法制定が重要課題 

 ④民主主義の原則である「平等・参加・自治」を実現する運動原則 

  １．民主主義を実現していくには、その原理・原則からして生活圏域が最適 

  ２．生活圏域における公的領域における住民平等の参加と自治のシステム構築 

  ３．生活圏民主主義のネットワークによる葡萄型社会の実現とそれへの意識的訓練 

 ⑤民主主義の原理に立脚して憲法改正論議への積極的関与を行う運動原則 

  １．国権主義・排外主義に抗する人民主権・人民間平等の原則にもとづく憲法の堅持 

  ２．完結性・絶対性を拒否する民主主義の観点からすれば「憲法」も常に改革の対象 

  ３．人民主権・平和主義・基本的人権を根本に置いた憲法改革論議は不可欠の義務 

 

                                                                   以 上 

                                                           （文責 谷元昭信） 


